
       

       

   

                      

   

ロ
シ
ア
皇
太
子
ニ
コ
ラ
イ
（
右
）
ギ
リ
シ
ャ
王
子
ジ
ョ
ー
ジ
（
左
） 

【
行
政
資
料
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こ
の
度
、
県
政
史
料
室
で
は
、
一
般
向
け
の
情
報
紙
『
滋

賀
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
』
を
刊
行
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。 

こ
れ
ま
で
史
料
室
で
は
、
利
用
者
の
皆
様
に
手
に
と
っ
て

い
た
だ
く
た
め
の
刊
行
物
が
な
く
、
史
料
室
や
歴
史
的
文
書

に
関
す
る
資
料
が
ほ
し
い
と
い
う
御
要
望
を
数
多
く
頂
戴
し

て
お
り
ま
し
た
。
今
回
の
刊
行
は
、
そ
の
よ
う
な
皆
様
の
声

に
お
応
え
し
た
も
の
で
す
。 

 

『
滋
賀
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
』
で
は
、
御
要
望
の
多
か
っ
た

史
料
室
や
歴
史
的
文
書
の
紹
介
に
加
え
、
企
画
展
示
や
講
演

会
の
案
内
、
そ
の
時
々
の
ニ
ュ
ー
ス
、
県
政
史
に
関
わ
る
コ

ラ
ム
な
ど
の
掲
載
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
普
段
は
歴
史
的
文

書
に
馴
染
み
の
な
い
方
で
も
、
気
軽
に
御
利
用
い
た
だ
け
る

よ
う
な
工
夫
も
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

幸
い
な
こ
と
に
、
滋
賀
県
で
は
戦
災
や
自
然
災
害
の
影
響

が
少
な
く
、
多
く
の
歴
史
的
文
書
が
良
質
な
状
態
で
保
存
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
司
法
権
の
独
立
を
め
ぐ
っ
て

争
わ
れ
た
大
津
事
件
、
近
代
日
本
の
土
木
工
事
の
先
駆
け
と

な
っ
た
琵
琶
湖
疎
水
な
ど
、
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
る
著
名

な
出
来
事
に
関
す
る
文
書
も
多
数
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
残
念
な
が
ら
ま
だ
ま
だ
知
名
度
が
低
く
、
こ
の
よ
う
な
滋

賀
の
「
遺
産
」
は
、
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
情

で
す
。
本
紙
の
刊
行
を
き
っ
か
け
に
、
よ
り
多
く
の
皆
様
が
、

当
県
の
歴
史
的
文
書
を
御
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

望
外
の
喜
び
で
す
。 

 

    

県
政
史
料
室
は
、
平
成
二
十
年
六
月
、
当
県
が
所
蔵
す
る

歴
史
的
文
書
（
歴
史
公
文
書
等
）
を
閲
覧
で
き
る
場
と
し
て
、

県
庁
の
県
民
情
報
室
内
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。 

 

当
室
で
は
、
明
治
期
か
ら
昭
和
三
十
年
代
ま
で
の
行
政
文

書
九
二
三
六
冊
、
行
政
資
料
六
一
四
点
を
、
ど
な
た
で
も
自

由
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
県
内
の
自
治
体
史
や
事

典
な
ど
で
調
べ
物
も
可
能
で
す
。 

た
だ
し
歴
史
的
文
書
の
閲
覧
に
は
、
個
人
情
報
の
審
査
が

必
要
な
た
め
、
閲
覧
を
申
請
さ
れ
て
か
ら
、
数
日
～
一
週
間

程
度
の
お
時
間
を
頂
戴
し
て
い
ま
す
。
閲
覧
申
請
書
の
提
出

は
、
メ
ー
ル
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、

積
極
的
に
御
活
用
く
だ
さ
い
。 

 
ま
た
当
室
で
は
、
年
に
六
回
程
度
、

歴
史
的
文
書
を
用
い
た
企
画
展
示

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で

「
世
界
に
挑
ん
だ
近
江
の
茶
―
明

治
輸
出
奮
闘
記
―
」
や
「
湖
東
を
結

ぶ
鉄
路
―
地
域
が
支
え
た
近
江
鉄

道
―
」
な
ど
、
滋
賀
県
な
ら
で
は
の

テ
ー
マ
を
中
心
に
企
画
し
て
き
ま

し
た
。
展
示
物
が
一
六
～
二
〇
点
ほ

ど
の
小
規
模
の
内
容
で
す
が
、
意
外

な
歴
史
的
事
実
が
わ
か
る
こ
と
も

少
な
く
な
く
、
多
く
の
皆
様
に
御
好

評
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

 

毎
年
秋
に
は
、
歴
史
的
文
書
に
ち
な
ん
だ
講
演
会
も
開
催

し
て
い
ま
す
。
昨
年
度
は
「
明
治
を
生
き
抜
い
た
近
江
商
人
」

と
題
し
て
、
滋
賀
大
学
教
授
の
宇
佐
美
英
機
氏
に
御
講
演
い

た
だ
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
栄
華
を
極
め
た
近
江
商
人
が
、

明
治
維
新
後
は
酷
評
さ
れ
て
い
く
歴
史
的
背
景
を
史
料
に
即

し
て
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

当
室
に
は
、
学
生
や
研
究
者
な
ど
歴
史
を
専
門
に
研
究
さ

れ
て
い
る
方
と
と
も
に
、
一
般
の
市
民
の
方
も
大
勢
お
越
し

に
な
り
ま
す
。
地
元
の
神
社
の
由
緒
や
先
祖
の
来
歴
、
山
林
・

土
地
の
権
利
関
係
な
ど
、
滋
賀
県
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事

柄
を
調
べ
に
来
ら
れ
て
い
ま
す
。
お
困
り
の
際
に
は
、
ぜ
ひ

ス
タ
ッ
フ
に
お
気
軽
に
御
相
談
く
だ
さ
い
（
連
絡
先
は
８
頁

参
照
）。 

 

              

閲覧室 

展示の様子 



 

 

   

「
歴
史
的
文
書
」
と
は
、
滋
賀
県
が
所
蔵
す
る
歴
史
資
料

と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
全
て
の
文

書
が
県
政
史
料
室
で
閲
覧
で
き
ま
す
。 

 

（
１
）
行
政
文
書 

 
 
 
 
 
 

九
二
三
六
冊 

県
庁
文
書
庫
で
保
管
さ
れ
て
き
た
行
政
文
書
。
明
治
か
ら

昭
和
戦
前
期
の
九
〇
六
八
冊
は
、
平
成
二
十
五
年
に
滋
賀
県

指
定
有
形
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。 

・
明
治
期 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
一
八
七
冊 

・
大
正
期 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
五
九
八
冊 

・
昭
和
戦
前
期 

 
 

 
 

 
 

 

三
二
九
七
冊 

・
昭
和
戦
後
期
（
進
駐
軍
関
係
） 

一
五
四
冊 

 

（
２
）
行
政
資
料 

 
 
 
 
 
 

六
一
四
点 

 

県
庁
文
書
庫
で
保
管
さ
れ
て
き
た
行
政
刊
行
物
や
図
書
類
。

県
史
編
纂
の
際
に
収
集
さ
れ
た
古
文
書
類
も
含
み
ま
す
。 

・
県
日
誌     

 
 

 
 

 
 

 

二
四
点  

・
県
会
歴
史     

 
 

 
 

 
 

三
五
点  

・
旧
滋
賀
県
史
（
府
県
史
料
） 

 

二
六
三
点  

・
近
江
国
村
史
（
皇
国
地
誌
）    

四
六
点  

・
旧
県
藩
史  

 
 

 
 

 
 

 
 

六
点  

・
ニ
コ
ラ
イ
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
写
真 

一
点  

・
大
津
県
印     

 
 

 
 

 
 

一
点  

・
県
史
関
係
図
書
・
資
料  

等  

 

                 
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
閏
四
月
二
十
五
日
に
設
置
さ
れ

た
大
津
県
の
印
。
同
県
の
初
代
知
県
事
に
は
、
広
島
藩
士
辻

維
岳
（
将
曹
）
が
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
県
庁
舎
は
、
当
初
は

そ
の
ま
ま
旧
代
官
屋
敷
が
使
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
は
移

転
を
繰
り
返
し
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
一
月
に
園
城
寺

境
内
の
円
満
院
に
置
か
れ
ま
し
た
。
同
四
年
七
月
十
四
日
以

降
、
近
江
国
に
領
地
を
も
つ
彦
根
藩
、
膳
所
藩
な
ど
の
諸
藩

も
廃
さ
れ
、
新
た
に
彦
根
県
・
膳
所
県
な
ど
が
置
か
れ
ま
す
。

さ
ら
に
同
年
十
一
月
二
十
二
日
、
近
江
国
南
部
六
郡
は
大
津

県
、
北
部
六
郡
は
長
浜
県
へ
合
併
さ
れ
ま
し
た
。 

【
行
政
資
料
565
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大
津
南
町
顕
証
寺
で
開
か
れ
た
全
国
最
初
の
地
方
民
会

「
議
事
所
」
の
議
事
会
則
。
大
津
県
令
松
田
道
之
の
「
県
庁

の
為
め
に
県
内
の
人
民
あ
る
に
あ
ら
す
、
県
内
人
民
の
為
め

に
県
庁
あ
る
と
知
る
へ
し
」
と
い
う
「
公
論
」
重
視
の
考
え

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
里
正
・
中
里
正
（
数
か
村
の
代
表
）

と
富
裕
層
が
「
県
内
の
公
益
」「
人
民
の
福
利
」
を
議
論
す
る

場
と
し
て
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
国
政
に
関
す
る
こ
と

や
、
開
化
を
妨
げ
る
議
題
は
堅
く
禁
じ
ら
れ
、
議
決
の
執
行

に
は
県
庁
の
許
可
が
必
要
な
ど
の
制
限
が
存
在
し
て
い
ま
し

た
。【
明
い
36

（
23

）】 

 

②議事大意条例 

①大津県印 



 

 

                   

大
津
県
を
滋
賀
県
と
改
称
す
る
と
い
う
太
政
官
か
ら
の
達
。

改
名
の
き
っ
か
け
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
十
二
月
、

大
蔵
省
に
出
さ
れ
た
県
令
松
田
道
之
の
要
望
書
で
し
た
。
松

田
に
よ
れ
ば
、
旧
幕
府
代
官
所
が
置
か
れ
た
大
津
の
名
称
を

こ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
は
、「
愚
民
」
が
旧
習
を
捨
て
て
、
開

化
に
進
む
障
害
に
な
る
と
い
い
ま
す
。
県
庁
舎
が
置
か
れ
た

円
満
院
が
滋
賀
郡
別
所
村
に
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
の
郡

名
を
と
っ
て
滋
賀
県
と
改
め
る
べ
き
だ
と
訴
え
た
の
で
す
。

こ
の
上
申
は
「
至
当
」
と
認
め
ら
れ
、
翌
五
年
一
月
十
九
日
、

滋
賀
県
と
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

【
明
う
152

（
13

）】 

                   

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
六
月
五
日
、
太
政
官
が
官
撰
地

誌
（
皇
国
地
誌
）
編
纂
の
た
め
に
作
成
を
命
じ
た
近
江
国
（
滋

賀
県
）
の
地
誌
。
県
庶
務
課
に
編
輯
掛
が
置
か
れ
、
山
県
順

ら
が
編
纂
に
あ
た
り
ま
し
た
。
翌
九
年
一
月
二
十
四
日
に
布

達
さ
れ
た
村
誌
編
輯
例
則
に
準
じ
て
各
村
で
作
成
さ
れ
、
同

十
三
年
よ
り
順
次
県
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
滋
賀
・
野
洲
・

甲
賀
の
三
郡
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
行
政
資
料
339

～
384

】 

   

    

県
が
所
蔵
す
る
歴
史
的
文
書
以
外
の
主
な
歴
史
資
料
。
閲

覧
希
望
の
方
は
、
各
部
局
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

 

（
１
）
行
政
資
料 

・
そ
の
他
の
県
刊
行
物
等  

【
問
合
せ
先
】
県
民
情
報
室
（0

7
7
-5
2
8
-3
1
2
3

） 

・
滋
賀
県
統
計
書  

・
各
郡
統
計
書  

【
問
合
せ
先
】
統
計
資
料
室
（0

7
7
-5
2
8
-3
1
2
3

） 

 

（
２
）
議
会
関
係
文
書 

・
県
会
日
誌  

・
県
会
決
議
録  

・
参
事
会
決
議
録  

・
諮
問
会
報
告  

・
県
会
速
記
議
録  

【
問
合
せ
先
】
県
議
会
事
務
局
（0

7
7
-5
2
8
-4
0
8
1

） 

 

（
３
）
県
立
図
書
館
移
管
文
書 

・
籠
手
田
安
定
文
書
（
写
真
複
製
版
）  

・
滋
賀
県
史
採
集
文
書
（
写
真
複
製
版
）  

・
各
種
絵
図  

・
膳
所
藩
郡
方
日
記  

・
古
文
書
・
古
典
籍  

等  

【
問
合
せ
先
】
県
立
図
書
館
（0

7
7
-5
4
8
-9
6
9
1

） 

③県名改称の達 

④近江国村誌（皇国地誌） 



 

 

   

▽
有
識
者
懇
話
会
を
開
催 

当
県
で
は
、
平
成
二
十
七
年
度
よ
り
新
し
い
公
文
書
管
理

制
度
の
調
査
検
討
を
始
め
て
い
ま
す
。
県
が
保
有
す
る
貴
重

な
公
文
書
を
県
内
外
に
発
信
し
、
将
来
に
わ
た
り
適
切
な
保

存
と
利
活
用
を
保
障
す
る
た
め
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
現

用
文
書
か
ら
歴
史
的
文
書
へ
の
移
管
を
進
め
、
文
書
の
ラ
イ

フ
サ
イ
ク
ル
に
沿
っ
た
仕
組
み
を
整
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

昨
年
七
月
に
は
、
有
識
者
に
よ
る
懇
話
会
を
設
置
し
、
計

五
回
の
会
議
を
開
催
し
た
と
こ
ろ
、
有
識
者
か
ら
は
、
次
の

よ
う
な
御
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

・
新
た
な
施
設
を
造
る
よ
り
も
、
既
存
の
県
政
史
料
室
を
最

大
限
に
生
か
す
方
向
で
考
え
る
の
が
よ
い
。 

・
文
書
管
理
担
当
と
公
文
書
館
機
能
が
同
組
織
に
あ
る
メ
リ

ッ
ト
を
生
か
し
つ
つ
、
新
し
い
文
書
管
理
の
取
組
が
で
き

れ
ば
よ
い
。 

・
展
示
の
工
夫
な
ど
、
利
用
者
に
と
っ
て
身
近
で
、
利
用
し

や
す
い
公
文
書
館
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

こ
の
有
識
者
懇
話
会
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
当
県
の
新
た

な
公
文
書
管
理
の
在
り
方
の
基
本
方
向
を
示
す
た
め
、「
未
来

に
引
き
継
ぐ
新
た
な
公
文
書
管
理
を
目
指
し
て
（
方
針
案
）」

を
策
定
し
ま
し
た
。 

今
後
は
、
こ
の
方
針
案
を
も
と
に
、
各
実
施
機
関
等
と
の

調
整
を
進
め
、
新
た
な
公
文
書
管
理
ル
ー
ル
の
実
施
に
向
け
、

県
全
体
で
実
現
で
き
る
よ
う
、
足
並
み
を
そ
ろ
え
た
取
組
を

実
施
し
て
い
き
ま
す
。 

                
▽
歴
史
的
文
書
の
選
別
収
集 

 

県
政
史
料
室
で
は
、
年
に
一
度
、
保
存
期
限
が
満
了
し
た

廃
棄
対
象
文
書
の
中
か
ら
、
歴
史
的
価
値
を
有
す
る
公
文
書

を
選
別
・
収
集
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
五
～
八
月
に
実
施
し
、

全
一
九
三
九
箱
の
う
ち
、
二
一
箱
（
二
二
三
簿
冊
）
の
保
存

が
決
ま
り
ま
し
た
（
選
別
率
は
一
・
〇
八
％
）。 

 

今
年
収
集
さ
れ
た
文
書
の
中
に
は
、
県
の
最
高
庁
議
で
あ

る
「
県
政
経
営
会
議
」（
平
成
二
十
二
年
度
）
や
、
後
に
日
本

遺
産
登
録
に
つ
な
が
っ
た
「
水
の
宝 
委
員
会
」（
平
成
二
十

二
年
度
）、
歴
史
教
科
書
問
題
と
し
て
注
目
を
集
め
た
「
県
立

中
学
校
教
科
書
採
択
」（
平
成
十
七
年
度
）
な
ど
が
含
ま
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
将
来
的
に
歴
史
的
文
書
と
し

て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
予
定
で
す
。 

選
別
の
順
序
と
し
て
は
、
ま
ず
県
民
情
報
室
の
行
政
職
員

と
県
政
史
料
室
の
嘱
託
員
が
複
数
の
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
文

書
リ
ス
ト
（
エ
ク
セ
ル
フ
ァ
イ
ル
）
上
で
確
認
を
行
い
ま
す

（
一
次
審
査
）。
そ
の
後
、
選
別
さ
れ
た
文
書
を
史
料
室
の
嘱

託
員
が
現
物
確
認
し
、
選
別
会
議
を
開
催
し
て
、
さ
ら
に
絞

り
込
み
ま
す
（
二
次
審
査
）。
こ
の
選
別
会
議
で
は
、
文
書
を

保
存
・
廃
棄
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
県
が
定
め
た
収
集
基
準

を
も
と
に
話
し
合
い
ま
す
。
そ
の
選
別
理
由
は
、
次
年
度
以

降
の
選
別
の
際
に
、
参
照
す
る
た
め
の
記
録
と
し
て
残
し
て

い
ま
す
。
当
県
で
は
、
行
政
経
験
の
あ
る
行
政
職
員
と
、
歴

史
的
文
書
に
詳
し
い
嘱
託
員
が
作
業
に
加
わ
る
こ
と
で
、
よ

り
多
面
的
な
視
点
か
ら
の
選
別
に
努
め
て
い
ま
す
。 

               
会議の様子 

県庁文書庫 



 

 

   

 

明
治
維
新
に
と
も
な
う
西
洋
文
明
の
流
入
は
、
人
々
の
暮

ら
し
を
大
き
く
変
貌
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
新
し
い
生
活
を
支

え
た
の
が
、
今
回
御
紹
介
す
る
郵
便
制
度
や
電
信
、
ガ
ス
な

ど
の
近
代
的
イ
ン
フ
ラ
で
す
。
こ
れ
ら
近
代
文
明
の
象
徴
と

も
い
え
る
イ
ン
フ
ラ
は
、
地
域
社
会
に
様
々
な
摩
擦
を
も
た

ら
し
な
が
ら
も
、
次
第
に
県
民
の
中
に
浸
透
し
て
い
き
ま
し

た
。 今

回
は
、
県
内
で
そ
の
先
駆
け
と
な
っ
た
大
津
を
事
例
に
、

明
治
期
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
人
々
の
生
活
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
た
の
か
、
そ
の
軌
跡
を
振
り
返
り
た
い
と
思
い
ま

す
。 

 

通
信
網
の
整
備 

 

ま
ず
は
郵
便
制
度
に
つ
い
て
御
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
明
治

四
（
一
八
七
一
）
年
一
月
、
新
政
府
は
東
京
・
大
阪
間
、
東

海
道
筋
各
駅
付
近
五
里
（
約
一
九
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
以 

         

内
の
各
町
村
お
よ
び
勢
州
（
伊
勢
国
）・
美
濃
路
に
新
た
に
官

営
郵
便
を
開
く
と
の
告
示
を
な
し
ま
す
。
こ
の
告
示
に
基
づ

き
、
同
年
三
月
に
は
、
東
海
道
の
伝
馬
所
で
あ
る
大
津
・
草

津
・
石
部
・
水
口
・
土
山
の
各
駅
に
、
郵
便
取
扱
所
が
設
置

さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
同
年
十
月
、
郵
便
事
業
は
民
間
陸
運

会
社
に
委
嘱
さ
れ
、
伝
馬
所
は
、
そ
の
歴
史
に
幕
を
閉
じ
ま

す
【
写
真
①
】。
取
扱
所
は
そ
の
後
、
同
六
年
四
月
に
郵
便
役

所
、
次
い
で
八
年
一
月
に
は
郵
便
局
へ
と
改
称
を
重
ね
ま
す
。

大
津
に
は
三
ヶ
所
の
郵
便
箱
が
置
か
れ
、
一
日
四
回
の
郵
便

物
集
配
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
同
年
七
月
か
ら
は
、
手

形
・
小
切
手
な
ど
の
送
金
を
行
う
為
替
業
務
が
、
十
年
七
月

か
ら
は
、
貯
金
業
務
も
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
二
十
六
年

か
ら
は
、
小
包
の
取
扱
い
も
開
始
さ
れ
る
な
ど
、
近
代
的
郵

便
制
度
は
整
備
さ
れ
て
い
き
ま
す
。 

次
は
電
信
に
つ
い
て
で
す
。
明
治
六
年
八
月
二
十
二
日
、

第
一
米
商
社
（
江
戸
時
代
の
米
相
場
所
が
改
称
）
の
渡
辺
伊

助
、
藤
岡
平
右
衛
門
、
中
島
市
兵
衛
、
中
山
弥
助
た
ち
が
県

令
松
田
道
之
宛
に
「
西
京
・
大
坂
、
そ
の
他
の
伝
信
局
」
と

自
由
に
通
信
で
き
る
よ
う
に
、
自
費
で
電
信
局
を
建
設
し
た

い
と
願
い
出
て
い
ま
す
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
既
に
「
百
里

の
遠
き
も
一
瞬
間
に
着
信
を
通
」
ず
る
こ
と
が
で
き
る
他
地

域
と
渡
り
合
う
に
は
、「
西
京
・
大
坂
の
咽
喉
」
に
位
置
す
る

大
津
に
電
信
を
整
備
す
る
こ
と
が
急
務
だ
っ
た
の
で
す
。
こ

の
嘆
願
を
聞
い
た
松
田
県
令
は
、
工
部
省
へ
取
り
次
ぐ
こ
と

を
約
束
し
ま
し
た
【
写
真
②
】。 

そ
し
て
明
治
八
年
一
月
に
は
、
大
津
の
湊
町
に
電
信
分
局

が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
県
内
に
お
い
て
、
明
治
五
年

九
月
の
彦
根
に
次
ぐ
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
同
十
四
年
に
下 

              

栄
町
、
翌
十
五
年
九
月
に
大
津
駅
（
現
浜
大
津
駅
）
構
内
へ

と
移
転
し
、
十
九
年
二
月
、
電
信
局
と
改
称
し
ま
し
た
。
さ

ら
に
二
十
三
年
七
月
に
は
、
大
津
郵
便
局
と
合
併
し
て
大
津

郵
便
電
信
局
と
な
り
、
二
十
六
年
九
月
、
大
津
郵
便
局
と
再

度
改
称
し
て
い
ま
す
。
な
お
三
十
三
年
五
月
に
は
、
局
内
に

電
話
課
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。 

 

そ
の
六
年
後
の
明
治
三
十
九
年
十
二
月
に
は
、
実
際
に
電

話
が
開
通
し
て
い
ま
す
１

。
た
だ
、
当
日
開
通
し
た
の
は
官
公

庁
で
二
二
台
、
商
工
業
者
で
一
二
三
台
に
す
ぎ
ず
、
一
般
の

庶
民
に
と
っ
て
は
手
の
届
か
な
い
貴
重
品
で
し
た
。
そ
の
一

方
、
当
時
の
『
近
江
新
報
』
に
は
、
電
話
の
布
設
に
よ
っ
て

祭
礼
の
曳
山
巡
行
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
を
危
惧
す
る
市
民
の

意
見
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
賛
同
す
る
人

た
ち
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
ま
す
。 ②「大津にて伝信局開設の御願書」【明と96(27)】 

①
「
東
海
道
駅
伝
馬
所
廃
止
の
伺
書
」【
明
う
171(

54)

】 



 

 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
整
備 

明
治
三
十
年
一
月
一
日
、
琵
琶
湖
疏
水
の
水
力
発
電
を
利

用
し
た
電
灯
事
業
が
大
津
で
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
先

立
ち
、
す
で
に
明
治
十
九
年
頃
、
近
江
米
商
会
所
の
役
員
の

間
で
は
、
大
津
市
内
へ
「
電
気
燈
」
を
設
け
よ
う
と
す
る
計

画
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
同
じ
頃
、
上
京
町
の
大
津
電

灯
会
社
が
電
灯
事
業
へ
の
参
画
を
練
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

後
同
社
は
、
明
治
二
十
二
年
四
月
に
近
江
電
灯
会
社
と
し
て

再
発
足
す
る
も
の
の
、
資
金
難
に
陥
り
中
途
に
て
挫
折
し
ま

す
。
明
治
二
十
七
年
に
は
、
先
の
会
社
と
は
同
名
異
体
の
大

津
電
灯
会
社
の
設
立
が
計
画
さ
れ
ま
す
が
、
既
設
会
社
に
電

灯
事
業
を
委
ね
る
方
が
良
い
と
の
意
見
が
有
力
者
の
中
で
強

ま
り
、
京
都
電
灯
株
式
会
社
に
大
津
支
社
の
設
置
を
求
め
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
県
も
同
社
が
電
柱
の
設
置
を
求
め
た

際
に
は
無
料
で
そ
れ
を
認
め
、
東
海
道
や
西
近
江
路
に
は
電

柱
が
整
備
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
２

。
そ
う
し
た
結
果
が
首
尾
よ

く
実
り
を
見
せ
た
の
が
、
明
治
三
十
年
の
一
月
だ
っ
た
の
で

す
。 大

津
で
の
ガ
ス
の
供
給
は
、
明
治
四
十
三
年
十
二
月
に
開

始
さ
れ
ま
す
。
県
が
定
め
た
瓦
斯
営
業
取
締
規
則
に
の
っ
と

り
、
大
津
市
内
の
一
部
地
域
で
、
大
津
瓦
斯
株
式
会
社
が
供

給
を
行
い
ま
し
た
。
ガ
ス
の
原
料
は
主
に
石
炭
が
用
い
ら
れ
、

供
給
さ
れ
た
ガ
ス
は
、
熱
源
よ
り
も
光
源
と
し
て
利
用
さ
れ

た
よ
う
で
す
３

。
市
内
の
六
七
六
戸
で
使
用
さ
れ
た
ガ
ス
器
具

の
う
ち
、
熱
用
五
二
七
個
、
灯
火
用
一
九
五
九
個
と
、
灯
火

用
の
総
数
が
三
倍
も
の
差
を
つ
け
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、

第
一
次
世
界
大
戦
の
影
響
に
よ
り
、
一
時
供
給
を
停
止
し
た

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
に
は

都
市
ガ
ス
と
し
て
市
営
に
移
管
さ
れ
ま
す
。 

上
水
道
の
供
給
は
、
ガ
ス
の
翌
年
で
あ
る
明
治
四
十
四
年

三
月
に
実
現
し
ま
し
た
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、

明
治
十
八
年
よ
り
始
ま
っ
た
琵
琶
湖
疎
水
工
事
で
し
た
。
同

工
事
で
は
、
大
津
運
河
が
掘
削
さ
れ
た
た
め
に
、
大
津
西
部

地
域
の
一
部
で
井
戸
水
が
枯
渇
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
明
治
三
十
六
年
二
月
、
被
害
住
民
た
ち
は
「
飲
料
水
・

使
用
水
被
害
者
組
合
」
を
結
成
し
ま
す
。
こ
れ
に
応
じ
た
大

津
市
は
、
湖
水
の
恩
恵
を
受
け
る
京
都
市
と
交
渉
し
、
被
害

の
代
償
と
し
て
、
西
部
地
区
上
水
道
を
整
備
さ
せ
る
と
い
う

契
約
を
締
結
し
た
の
で
す
。
こ
の
結
果
、
工
事
は
全
て
京
都

市
が
担
い
、
竣
工
の
後
に
大
津
市
へ
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
水
源
の
取
入
口
は
琵
琶
湖
か
ら
京
都
市
に
通

ず
る
疏
水
の
第
一
隧
道
東
口
近
く
に
設
け
ら
れ
、
給
水
区
域

約
三
七
〇
〇
人
の
住
民
に
恩
恵
を
も
た
ら
し
ま
し
た
【
写
真

③
】。
こ
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
、
大
津
で
最
初
の
近
代
的
上

水
道
が
完
成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

          

近
代
的
生
活
と
イ
ン
フ
ラ
事
業 

こ
う
し
た
通
信
網
や
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
整
備
は
、
新
し
い

文
明
に
接
す
る
人
々
に
、
生
活
の
近
代
化
と
風
俗
の
変
化
を

も
た
ら
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
変
化
は
、
現
在
ま
で

続
く
近
代
的
な
生
活
文
化
の
基
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

現
在
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
比
べ
不
十
分
な
面
も
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
歴
史
は
、
今
の
私
た
ち
が
暮
ら
す
社
会
に
通
ず
る

近
代
的
生
活
の
萌
芽
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

（
杉
原 

悠
三
） 

 

【
参
考
文
献
】 

・『
新
修 

大
津
市
史
』
第
五
巻
（
一
九
八
二
年
） 

                                                   

          

 

＊
左
記
史
料
は
全
て
「
滋
賀
県
歴
史
的
文
書
」（
滋
賀
県
蔵
） 

１ 

「
秘
書
掛
書
類
編
冊
」【
明
お
58
合
本
１(

177)

】 

２ 

「
地
理
掛
書
類
」【
明
な
323(

３)

】 

３ 

「
雑
（
大
阪
市
ガ
ス
一
件
）」【
明
な
272(

３)

】 

③
「
大
津
市
飲
料
水
企
業
目
論
見
書
」【
明
な
271(

6)
】 

【
表
紙
の
写
真
】 

大
津
事
件
で
負
傷
し
た
ロ
シ
ア
皇
太
子
ニ
コ
ラ
イ
と
、

そ
の
現
場
に
居
合
わ
せ
た
ギ
リ
シ
ャ
王
子
ジ
ョ
ー
ジ
の
写

真
。
昭
和
三
十
年
代
に
来
県
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
妃
マ
リ
ー
か

ら
宮
内
庁
を
通
じ
て
贈
ら
れ
た
も
の
で
す
。
当
室
で
は
、

当
時
の
同
庁
式
部
官
か
ら
谷
口
久
次
郎
知
事
宛
て
の
送
り

状
と
と
も
に
保
管
し
て
い
ま
す
。   

【
行
政
資
料
564
】 



   

【
講
演
会
】 

未
来
に
引
き
継
ぐ
公
文
書 

―
時
代
を
越
え
た
共
有
資
源
― 

日
時 

11
月
16
日
（
水
）
午
後
１
時
半
～
３
時 

講
師 

井
口
和
起
氏
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
顧
問
・ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

福
知
山
公
立
大
学
長
） 

会
場 

滋
賀
県
庁
新
館
７
階 

大
会
議
室 

主
催 

滋
賀
県
、
全
史
料
協
近
畿
部
会 

           

【
企
画
展
示
】 

「
湖
に
生
き
る
人
々
と
暮
ら
し
―
明
治
期
の
漁
業
―
」 

期
間 

11
月
７
日
（
月
）
～
１
月
26
日
（
木
） 

「
鉄
路
の
表
参
道
―
比
叡
山
坂
本
ケ
ー
ブ
ル
―
」 

期
間 

１
月
30
日
（
月
）
～
３
月
23
日
（
木
） 

 

   

【
利
用
時
間
】 

午
前
９
時
～
午
後
５
時 

【
休
室
日
】 

土
日
祝
日
、
年
末
年
始 

【
閲
覧
方
法
】 

◇
来
室
し
て
申
請 

①
室
内
の
文
書
目
録
（
パ
ソ
コ
ン
or

紙
）
で
閲
覧
し
た

い
文
書
を
探
す
。 

②
閲
覧
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
受
付
に
提
出
。 

③
個
人
情
報
の
審
査
が
終
わ
る
ま
で
、
数
日
～
１
週
間
程

度
待
つ
（
電
話
・
メ
ー
ル
等
で
連
絡
）。 

④
文
書
を
閲
覧
す
る
。 

◇
自
宅
か
ら
申
請 

①
当
室
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
「
歴
史
的
文
書
」
目
録
で
閲
覧

し
た
い
文
書
を
探
す
。 

②
閲
覧
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
メ
ー
ル
・
Ｆ

Ａ
Ｘ
で
提
出
す
る
。 

③
④
来
室
し
た
場
合
と
同
じ
。 

【
そ
の
他
の
利
用
】 

・
文
書
の
撮
影
は
、
持
参
し
た
機
器
で
各
自
が
行
っ
て
く
だ

さ
い
（
複
写
物
の
交
付
は
、
職
員
に
御
相
談
く
だ
さ
い
）。 

・
企
画
展
示
、
自
治
体
史
・
事
典
等
の
書
籍
は
、
審
査
な
し

で
自
由
に
閲
覧
で
き
ま
す
。 

・
文
書
の
掲
載
・
借
用
の
際
に
は
、
別
途
該
当
す
る
申
請
書

が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

   

①
Ｊ
Ｒ
大
津
駅
か
ら
東
へ
徒
歩
５
分
。 

②
京
阪
電
気
鉄
道
島
ノ
関
駅
か
ら
南
南
西
へ
徒
歩
５
分
。 
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